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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 9月 8日 (2003.9.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 電 子 制 御 装 置
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】

ス イ ッ チ
制 御 部 と 、

エ ン ジ ン 制 御 用

自 動 車 に 搭 載 さ れ エ ン ジ ン 制 御 を 行 う エ ン ジ ン 制 御 用 電 子 制 御 装 置 に お い て 、
イ グ ニ ッ シ ョ ン が オ ン に な る と 動 作 し て 前 記 エ ン ジ ン 制 御 に 関 す る デ ー タ 演 算 や
制 御 を 実 施 す る と 共 に 、 前 記 イ グ ニ ッ シ ョ ン ス イ ッ チ が オ フ に な る と 停 止 す る



　 前 記 に 関 わ ら ず 継 続 的 に 時 間 を 計 測
計 時 部 と を 備 え 、

前 記 制 御 部 は 、 所 定 期 間 の 時
間 を 内 部 タ イ マ に よ り 計 測 し 、

当 該 計 時 部 の 異 常 を 判 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 電 子 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 制 御 部 は 、 起 動 直 後 に 計 時 部 か ら 読 み 出 し た 時 刻 デ ー タ と 、 そ の 後 前 記 の 所 定 期 間 が
経 過 し た 時 に 計 時 部 か ら 読 み 出 し た 時 刻 デ ー タ と か ら 、 該 所 定 期 間 内 に お け る 計 時 部 の 時
間 周 期 を 算 出 し 、 そ の 時 間 周 期 に 基 づ い て 計 時 部 の 異 常 を 判 定 す る 請 求 項 １ に 記 載 の

電 子 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 制 御 部 は 、 計 時 部 の 異 常 発 生 が 判 定 さ れ る と 、 該 計 時 部 を 初 期 化 す る 請 求 項 １ 又 は ２
に 記 載 の 電 子 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 制 御 部 は 、 計 時 部 の 異 常 発 生 時 に は そ の 履 歴 を 不 揮 発 性 メ モ リ に 記 憶 す る 請 求 項 １ ～
３ の 何 れ か に 記 載 の 電 子 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】

ン ジ ン の 冷 却 水 の 温 度 を 検 出 す る 水 温 セ ン サ を 備 え 、 エ ン ジ ン 停 止 中 の 経 過 時 間 と エ ン
ジ ン 始 動 時 に お け る 水 温 セ ン サ の 検 出 値 と か ら 当 該 水 温 セ ン サ の 故 障 を 判 定 す る

電 子 制 御 装 置 で あ り 、
前 記 制 御 部 は 、 計 時 部 の 異 常 発 生 が 判 定 さ れ る と 、 水 温 セ ン サ の 故 障 判 定 を 禁 止 す る 請 求
項 １ ～ ４ の 何 れ か に 記 載 の 電 子 制 御 装 置 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 で は 、 制 御 部 は 、

定 期 間 の 時 間 を 内 部 タ イ マ に て 計 測 し 、 該 所 定 期 間 内 に 計 時 部 に よ り 計 測 さ
れ る 時 間 に 基 づ い て 当 該 計 時 部
の 異 常 を 判 定 す る 。 例 え ば 、 計 時 部 で 計 測 し た 時 間 が 所 定 期 間 の 時 間 （ 制 御 部 内 で の タ イ
マ 計 測 時 間 ） と 相 違 す る 場 合 、 計 時 部 に 異 常 が 発 生 し た と 判 定 す る 。 こ れ に よ り 、 計 時 部
の 異 常 判 定 機 能 を 実 現 し 、 該 計 時 部 の 誤 動 作 を 正 し く 判 定 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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イ グ ニ ッ シ ョ ン ス イ ッ チ の オ ン オ フ し 、 エ ン ジ ン 停
止 中 の 時 間 経 過 を 計 測 す る

所 定 の 時 間 間 隔 で カ ウ ン ト ア ッ プ さ れ る 内 部 タ イ マ を 有 し 、
該 前 記 所 定 期 間 内 に 計 時 部 に よ り 計 測 さ れ る 時 間 と 前 記 内

部 タ イ マ に よ り 計 測 さ れ た 前 記 所 定 期 間 の 時 間 と に 基 づ い て
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所 定 の 時 間 間 隔 で カ ウ ン ト ア ッ プ さ れ る 内 部 タ イ
マ を 有 し 、 所

と 前 記 内 部 タ イ マ に よ り 計 測 さ れ た 前 記 所 定 期 間 の 時 間 と
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